
IFRSニュースへようこそ－グラントソントン・インターナショナル・リミテッドが国際財務報告基準
（IFRS）に関するさまざまなニュースを四半期毎にお送りします。話題のテーマや動向についての最
新情報、グラントソントン・インターナショナル・リミテッドの見解や意見をお届けします。

2015年最初となる本号では、まず、報告シーズンに企業が直面するいくつかの事項に注目します。そして、国際会計基準審議会
（IASB）が公表した新しい基準、公表された公開草案、グラントソントンにおけるIFRS関連ニュースやさまざまな財務報告関連動向
を紹介します。

本号の末尾では、まだ強制適用されていない最新の諸基準の適用開始日及び現在コメントを募集中のIASBの公表物一覧を
紹介します。

IFRS News
Quarter 1  2015

vol.24



目次

2015年の報告シーズンへの準備

投資企業：連結の例外の適用

IASBは開示の過重負担を軽減するための措置を講じる

IFRS第2号の修正案

開示に関する取組み－IAS第7号の修正案

IFRSの変更について解説するグラントソントン・インターナショナル・リミテッドの手引き

IFRSチームはライフサイエンス産業及び不動産業に係る
IFRS第15号の収益に関する業種別の分析を公表

キプロスのパートナーが再任される

コメントレターを提出

GTIのIFRSインタープリテーション・グループに注目

その他のトピック－概要

新しい基準及びIFRIC解釈指針の発効日

コメント募集

3

7

8

9

10

11

 
11

12

12

12

13

15

17

2 IFRS News volume 24 Quarter 1  2015



定義

投資企業は、以下に該当する企業です：
a)	投資者から、当該投資者に投資管理サービスを提供する目的で資金を得ている（投資サービス
条件）

b)	投資者に対して、自らの目的は資本増価、投資収益、又はその両方からのリターンのためだけに
資金を投資することであると確約している（事業目的条件）

c)	投資のほとんどすべての測定及び業績評価を公正価値ベースで行っている（公正価値条件）

典型的な特徴

企業は、当該定義に該当するかどうかを評価する際に、次の投資企業の典型的な特徴を有してい
るかどうかを考慮しなければなりません：
a)	複数の投資を有している
b)	複数の投資者がいる
c)	企業の関連当事者ではない複数の投資者がいる
d)	資本持分又は類似の持分の形式での所有持分を有している

投資企業の定義及び典型的な特徴

2015年の報告シーズンへの準備

2014年12月31日及び2015年3月31日が決算期

2015年最初となる本号では、まず、企業が次年度の年次財務諸表を作成する際に直面する重要な
変更について改めて確認することから始めます。最初に、2014年12月31日及び2015年3月31日を決算
期とする企業に適用される変更に焦点を当てます。次に、2015年6月30日又は9月30日を決算期とする
企業に影響を与える変更について簡単に説明します。最後に、まだ先のことではありますが、適用され
た場合に大きな影響を及ぼすであろういくつかの変更を考察します。
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現行のIFRS及びIFRS解釈指針委
員会（IFRIC）が公表した解釈指針に対
するいくつかの修正が、2014年12月31日
及び2015年3月31日を決算期とする企業
に初めて強制適用されます。適用される
修正は以下の通りです：
・	 投資企業（IFRS第10号、IFRS第12
号及びIAS第27号の修正）

・	 IFRIC第21号：賦課金
・	 非金融資産に係る回収可能価額の
開示（IAS第36号の修正）

・	 金融資産と金融負債の相殺（IAS第
32号の修正）

・	 デリバティブの契約更改とヘッジ会計
の継続（IAS第39号の修正）

該当する企業に対して最も大きな影響
を及ぼすとみられる最初の2つの項目に
焦点を当てて、上記について以下で説明
します。

多くのコメント提出者が、投資企業と投
資先の財務諸表を連結しても、必ずしも
最も有用な情報が提供されるわけではな
く、投資者が最も関心を持つもの、すなわ
ち投資企業の投資の価値を把握するこ
とを困難にするという考えを長年持ってい
ました。

IASBは、こうした議論に影響を受け、
その結果、2012年末に「投資企業－
IFRS第10号、IFRS第12号及びIAS第
27号の修正」を公表しました。
2014年1月1日以後開始する会計期間

から適用されるこれらの修正は、「投資企
業」と呼ばれる企業に対して連結の例外
を設けています。

投資企業



・	 政府が課す賦課金（法人所得税を除く）
を支払う負債を企業が財務諸表におい
てどのように会計処理すべきなのかを検
討する。

•	 賦課金の中には、会計期間にわたってで
はなく特定の日に費用として認識される
ものもある。
•	 遡及適用される。

IFRIC第21号「賦課金」の概要説明

要旨

影響を受ける企業は？

その影響とは？

その他の重要なポイント

修正が発効する時期は？

以下に該当する企業：
•	 「投資企業」の新しい定義を満たす。
•	 他の企業に対する支配持分である1つ又は複数の投資を
保有している。

投資企業は：
•	 他の企業に対する支配持分である投資の連結を中止する。
•	 これらの投資についての追加的な開示を行う。

•	 投資企業を支配する親会社が投資企業に該当しない場
合には、当該投資企業とその子会社を引き続き連結する
（連結の免除では、上階適用（ロールアップ）は行われない）。
•	 投資企業にサービスを提供している子会社（「投資」対象で
はない子会社）は、投資企業によって引き続き連結される。
•	 投資企業がその子会社のすべてを公正価値で測定するこ
とを要求されている場合には、自社の唯一の財務諸表とし
て、個別財務諸表を表示する。

•	 2014年1月1日以後開始する事業年度から発効する。
•	 早期適用は容認される。

修正の概要説明
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「投資企業」という用語が正確に表す
ものについて詳細な適用指針が示され
ています（示されている事項のいくつかに
ついて、前ページの表をご覧下さい）。と
はいえ、総じて、自らの目的は資本増価、
投資収益、又はその両方のためだけに
投資をすることであり、投資の業績評価
を公正価値ベースで行っている企業であ
ると説明されています。
影響に関しては、当該定義に該当する
企業は、他の企業（子会社）に対する支
配持分である投資を、連結せずに、純損
益を通じて公正価値で測定する必要が
あります。右表は、その他の重要なポイント
のいくつかについての概要を説明してい
ます。
当然ながら、投資企業の定義に該当

する企業の多くは、投資対象が子会社で
はない場合には、本修正により影響を受
けることはありません。一般に支配持分を
保有する投資企業には、一部の「マス
ター・フィーダー」や「ファンド・オブ・ファン
ズ」構造とともに、ベンチャー・キャピタル企
業及びプライベート・エクイティ企業が含
まれます。また、一部の年金基金及びソブ
リン・ウェルス・ファンドも影響を受ける可能
性があります。ユニット・トラスト及びミュー
チュアル・ファンド又は類似の企業が支配
持分を保有していることはまれであり、そ
のため、さほど影響を受けることはなさそ
うです。
また、IASBは、本IFRSニュースの次に
示す記事「投資企業：連結の例外の適
用」において説明している通り、これらの
要求事項の適用に関して明確化を図っ
ています。

IFRIC解釈指針第21号「賦課金」で
は、政府が課す賦課金（法人所得税を除
く）を支払う債務を企業がどのように会計
処理すべきなのかを検討しています。数
多くの賦課金が、世界的金融危機の後
に導入されました。ことに銀行に対するも
のが増加しました。これらの賦課金は課
税所得を基礎としていないため、IAS第
12号「法人所得税」の適用範囲には含

まれませんでした。
IFRIC第21号は、IAS第37号「引当
金、偶発負債及び偶発資産」の解釈指
針です。本解釈指針は、当該基準の範
囲に含まれる賦課金支払負債に関する
会計処理、特に企業が賦課金支払負債
を認識すべき時期を扱っています。また、
時期及び金額が確定している賦課金支
払負債に関する会計処理についても
扱っています。

IFRIC第21号では、賦課金支払負債
を生じさせる債務発生事象は、法令で特
定された賦課金の支払の契機となる活
動とされています。
例えば、賦課金の支払の契機となる活
動が、当期における収益の生成であり、
当該賦課金の計算が過去の期間に生

成された収益を基礎とする場合には、当
該賦課金についての債務発生事象は、
当期における収益の生成です。
賦課金の支払の契機となる活動が一
定期間にわたって行われる場合には、賦
課金支払負債は徐 に々認識されます。例
えば、債務発生事象が一定期間にわた
る収益の生成である場合には、対応する
負債は、企業が当該収益を生み出すに
つれて認識されます。
また、IFRIC第21号は、将来の期間に
おいて営業を継続することを経済的に強
制されていても、それにより、将来の期間
における営業を契機とする賦課金を支払
う推定的債務を企業は有するものではな
いことを明確にしています。
IFRIC第21号の開発のきっかけとなっ

た当初の疑問は、新たな銀行賦課金を
含め、業界固有の賦課金に関するもので
した。しかし、IFRICは、当該解釈指針の
範囲をこうした種類の賦課金に制限しな
いことを決定しました。したがって、次ペー
ジの表に示す通り、多くの法人所得税以
外の税金に関する会計処理についても
影響を受けることになります。

IFRIC第21号「賦課金」



固定資産税

多くの国において、固定資産税は、特定の日に市当局又はその他の地方政府機関によって不動
産の所有者に対して課されています。企業の多くはこれまで、生じた費用を事業年度にわたって認
識していました。このために、必要に応じて、未払費用又は前払費用を計上していました。
しかし、多くの固定資産税が、IFRIC第21号の範囲に含まれることになりそうであり、企業は厳格
に定められている法的債務の時期に注意を払う必要があります。結果として、多くのそうした企業に
おける費用認識の時期に変更が生じる可能性があります。

ライセンス契約の下での未払税金

一部の国や産業において、企業は特定の市場で事業を行う又は特定の活動に取り組むライセンス
（例えば通信サービスのライセンス）を保有する条件として、規制当局に年間料金を支払う必要があ
ります。この料金は、規制当局が、規制対象の企業から年間の運用コストの一部を回収できるよう
に設計されている場合があります。
営業免許は特定の市場で事業を行う権利を表すため、免許を保有し続ける条件として支払うべ

き料金は、特定市場に参加するための賦課金（例えば、銀行税）と変わらないとみなされる可能性が
あります。したがって、そうした料金は、IFRIC第21号の範囲に含まれると考えることができ、やはり変
更につながる可能性があります。

給与税

人件費又は同様のコストに基づく税金について、IFRIC第21号又はIAS第19号「従業員給付」が
適用されるかの疑問が生じています。IAS第19号は、「社会保障のための拠出」に対して適用され
ますが、この用語については定義されていません。
企業の債務が単に賃金及び給与の比率にすぎない場合には、当該税金がIFRIC第21号の範
囲に含まれるかどうかの問題によって、実務上の相違が生じることはほとんど、あるいは全くないでし
ょう。しかし、基準値を条件とする給与税などの、より複雑な状況においては関連性を有する可能性
があります（例えば、賃金が最低限の年次の金額を超過した場合に、企業が事業年度に支払った
か又は支払うべき賃金に基づいて給与税を算定する場合など）。

2015年6月30日及び9月30日が決算期
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2015年6月又は9月を決算期とする企
業にとって、上記で説明した変更はすべ
て、以下の3つの項目に対する追加的な
変更とともに、初めて有効となります：
・	 確定給付制度：従業員拠出（IAS第19
号の修正）

・	 IFRSの年次改善2010－2012年サイクル
・	 IFRSの年次改善2011－2013年サイクル

1つ目の項目である「確定給付制度－
従業員拠出」は、2011年にIAS第19号
「従業員給付」の改訂版（IAS第19号
（2011年改訂））の公表後に、確定給付
制度への単純な従業員拠出に関して、
確立されている実務にもたらす混乱を避
けるよう設計されています。
IAS第19号（2011年改訂）が公表され

る前は、企業は、確定給付制度への従

業員拠出を、勤務が提供された期間の
勤務費用から控除することが一般的とさ
れていました。
ところが、IAS第19号（2011年改訂）で
は、勤務に連動している拠出を、勤務費
用の減額として（すなわち、負の給付とし
て）勤務期間に帰属させることを要求し
ています。しかし、当該要求事項が単純
な拠出制度に適用される場合には、その
複雑性が懸念されていました。
IASBは、IAS第19号（2011年改訂）

の要求事項を明確化し、実務上の便法
を導入することによってこうした懸念に対
処しました。したがって、現行実務への混
乱は、本基準の修正を早期に適用するこ
とによって避けることができます（各国の
法令により課される要件に従います）。
年次改善の2つのサイクルによって行

われた修正に関して、緊急ではないが必
要であるとIASBが考えていることから想
像される通り、これらが大きな議論を引き
起こすようなことはありません。
こうした変更の中で最も重要であると
思われるものは、2011－2013年サイクルに
おけるIAS第40号「投資不動産」の修正
です。本修正では、投資不動産の取得
が企業結合の定義を満たすのか、又は
単なる資産の購入にすぎないのかを決
定するにあたり、IFRS第3号「企業結合」
を参照しなければならないとしています。
IFRS第3号とIAS第40号がこれまでどの
ように解釈されていたかによって、投資不
動産の取得の会計処理における実務に
変更が生じる可能性もあります。

2014年12月及び2015年3月の決算期
に影響を与える残りの3つの変更のうち、
「非金融資産に係る回収可能価額の開
示（IAS第36号の修正）」が議論を引き
起こすようなことはなく、IFRS第13号「公
正価値測定」の公表後にIAS第36号
「資産の減損」に行われた変更から生じ
る論点に対処するよう設計されています。
この際に行った変更により、減損した
資産の回収可能価額（当該価額が処分
費用控除後の公正価値に基づいている
場合）に関する開示がIAS第36号で要
求されることになりました。IASBは、当該
要求の適用対象が、当初の意図よりも広
くなっていることに気付きました。IAS第36
号の修正では、これを是正しています。
2014年12月及び2015年3月の決算期

に影響を与えるその他の2つの変更は、
「金融資産と金融負債の相殺（IAS第
32号の修正）」及び「デリバティブの契約
更改とヘッジ会計の継続（IAS第39号の
修正）」です。これらは、いくつかの比較
的狭い範囲の問題を扱っており、主に金
融機関に影響を与えると思われます。

その他の変更



1）  顧客との契約を識別する

2）  履行義務を識別する

3）  取引価格を算定する

4）  取引価格を履行義務に配分する

5）  企業が履行義務の充足時又は
     充足するにつれて収益を認識する

IFRS第15号「顧客との契約から生
じる収益」の詳細については、本テー
マに関する「IFRSニュース特別号」を
ご覧下さい。本特別号の入手について
は、各国のグラントソントン事務所の
IFRS窓口にお問い合わせ下さい。

IFRS第9号「金融商品（2014年）」
の詳細については、本テーマに関する

「IFRSニュース特別号」をご覧下さい。
本特別号の入手については、各国の
グラントソントン事務所のIFRS窓口に
お問い合わせ下さい。

今後の重要な変更

June 2014

“After more than five years in development the IASB and 
FASB have at last published their new, converged Standard on 
revenue recognition – IFRS 15 ‘Revenue from Contracts with 
Customers’. IFRS 15 replaces IAS 18 and IAS 11 and will affect 
almost every revenue-generating entity that applies IFRSs. We 
applaud the two Boards for delivering a converged Standard 
in this critical area. Convergence has been challenging and 
sometimes controversial. Against that background, we see this 
Standard as a landmark achievement that will provide a major 
boost for investors looking to compare company performance 
across borders.
 IFRS 15 will apply to most revenue contracts, including 
construction contracts. Among other things, it changes the criteria 
for determining whether revenue is recognised at a point in time or 
over time. IFRS 15 also has more guidance in areas where current 
IFRSs are lacking – such as multiple element arrangements, variable 
pricing, rights of return, warranties and licensing. 
 The actual impact on each company’s top line will depend 
on their specific customer contracts and how they have applied 
existing Standards. For some it will be a significant shift, and 
systems changes will be required, while others may see only 
minor changes. Although IFRS 15 only takes effect in 2017, 
management should begin their impact assessment much sooner.”

Andrew Watchman 
Global Head – IFRS

A shift in the top line – the new 
global revenue standard is here 
at last
The IASB has published IFRS 15 ‘Revenue  
from Contracts with Customers’. IFRS 15:
•	 replaces	IAS	18	‘Revenue’,	IAS	11	

‘Construction Contracts’ and some  
revenue-related Interpretations

•	 establishes	a	new	control-based	revenue	
recognition model 

•	 changes the basis for deciding whether revenue 
is recognised at a point in time or over time

•	 provides	new	and	more	detailed	guidance	 
on specific topics

•	 expands	and	improves	disclosures	about	
revenue.

This special edition of IFRS News explains the 
key features of the new Standard and provides 
practical insights into its application and impact.

Special  

Edition  

on Revenue

IFRS News

December 2013

IFRS 9 Hedge accounting 

The IASB has published Chapter 6 ‘Hedge
Accounting’ of IFRS 9 ‘Financial Instruments’
(the new Standard). The new requirements look
to align hedge accounting more closely with
entities’ risk management activities by: 
• increasing the eligibility of both hedged items

and hedging instruments
• introducing a more principles-based approach

to assessing hedge effectiveness.

As a result, the new requirements should serve to
reduce profit or loss volatility. The increased
flexibility of the new requirements are however
partly offset by entities being prohibited from
voluntarily discontinuing hedge accounting and
also by enhanced disclosure requirements. 

This special edition of IFRS News informs
you about the new Standard, and the benefits and
challenges that adopting it will bring.

Special 

Edition on 

Hedge accounting

IFRS News

“IAS 39 ‘Financial Instruments: Recognition and
Measurement’, the previous Standard that dealt with hedge
accounting, was heavily criticised for containing complex rules
which either made it impossible for entities to use hedge
accounting or, in some cases, simply put them off doing so.

We therefore welcome the publication of IFRS 9’s
requirements on hedge accounting. The new requirements
should make it easier for many entities to reflect their actual
risk management activities in their hedge accounting and thus
reduce profit or loss volatility.

At the same time, entities should be aware that while it will
be easier to qualify for hedge accounting, many of the existing
complexities associated with it (measuring hedge ineffectiveness,
etc) will continue to apply once entities are using it.”

Andrew Watchman 
Executive Director of International Financial Reporting

September 2014

Special  

Edition on 

IFRS 9 (2014)

IFRS News

IFRS 9 ‘Financial Instruments’  
is now complete  

“IFRS 9 (2014) fundamentally rewrites the accounting rules 
for financial instruments. A new approach for financial asset 
classification is introduced, and the now discredited incurred 
loss impairment model is replaced with a more forward-
looking expected loss model. This is all in addition to the major 
new requirements on hedge accounting that we reported on at 
the end of 2013. 

While IFRS 9’s mandatory effective date of 1 January 2018 
may seem a long way off, we strongly suggest that companies 
should start evaluating the impact of the new Standard now.  
As well as the impact on reported results, many businesses 
will need to collect and analyse additional data and implement 
changes to systems. 

This special edition of IFRS News will help you to do so 
by outlining the new Standard’s requirements, and the benefits 
and challenges that it will bring.”

Andrew Watchman 
Global Head – IFRS

Following several years of development,  
the IASB has finished its project to replace  
IAS 39 ‘Financial Instruments: Recognition  
and Measurement’ by publishing IFRS 9 
‘Financial Instruments (2014)’. 

This special edition of IFRS News takes you 
through the requirements of the new Standard. 
It covers all of the individual chapters that make 
up the Standard but focuses in particular on the 
chapters added in July 2014 dealing with: 
•	 expected	credit	losses
•	 the	revised	classification	and	 

measurement requirements.
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最後に、IASBが以下の2つの主要な新基準を公表したことを認識しておく必要があります。
・	 IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」
・	 IFRS第9号「金融商品（2014年）」

これらの基準が強制適用されるまでにはしばらく時間がありますが、最終的に適用された場合には、ほとんどの企業の会計処理
に影響を与えると思われます。

IFRS第15号は2017年1月1日以後開
始する会計期間から適用されます。
IFRS第15号により、IAS第18号「収益」、
IAS第11号「工事契約」及びいくつか
の収益関連の解釈指針が置き換えられ
ます。
本基準は、収益認識に関して新たな
支配に基づくモデルを確立するものであ
り、企業が以下の方法で収益を認識す
ることを要求するコア原則に基づいてい
ます：
・	 財又はサービスの顧客への移転を
描写するように

・	 企業が当該財又はサービスとの交
換で権利を得ると見込んでいる対価
を反映する金額で

5つのステップによって、このコア原則を
収益認識に関連した状況へ適用します。

多くの場合に、企業は、新しいガイダンス
が従来のものと同様の結果をもたらすこと
に気付くでしょう。とはいえ、企業によっては、
IFRS第15号において収益認識の時期が
異なる場合もあり、そのため、新たな支配に
基づくモデル及び新たな要件についての
評価が必要となります。また、企業は、新た
に詳細な開示を要求されることになります。

2017年1月1日という本基準の発効日
はまだ先に思われるかもしれませんが、
経営者の皆様は、思いもよらぬ事態にな
らないよう、2017年よりもかなり前から本
基準の影響評価を開始することを強く
お勧めします。

IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」

IFRS第9号「金融商品」について、
本基準の最終版が2014年7月に完了し
ており、2018年1月1日以後開始する会
計期間から適用されます。
本基準の最終版は、以下の事項を
行っています：
・	 新しい金融資産の分類アプローチを
導入すること

・	 「発生損失」減損モデルを、より将
来予測的な予想損失モデルに置き
換えること

・	 ヘッジ会計を大幅に改訂すること

IFRS第9号（2014年）の強制発効日
は、IFRS第15号の発効日と比べてさら
に先となりますが、やはり企業の皆様は、
新基準の影響評価を今から開始するこ
とを強くお勧めします。報告利益に対す
る影響はもちろんのこと、多くの企業は
追加的なデータを収集、分析し、システ
ムの変更を実施する必要があるでしょう。

IFRS第9号「金融商品（2014年）」



IFRS第10号「連結財務諸表」では、
親会社が所定の要件を満たす場合に
は、連結財務諸表の作成を免除してい
ます。その要件の1つは、最終的な親会
社又は中間的な親会社が、「IFRSに準
拠した一般に公開されている連結財務
諸表を作成している」ということです。こ
れにより、最終的な親会社又は中間的な
親会社が投資企業であり、IFRS第10号
の投資企業の例外を適用した際に連結
財務諸表の作成を中止する場合に、当
該免除は引き続き利用可能であるのか
について混乱が生じました。
本修正では、こうした状況において、
連結財務諸表の作成の免除は、投資
企業の子会社である親会社が利用可
能であることを確認しています。

IFRS第10号における投資企業の例
外の原則は、投資企業は子会社を純損
益を通じて公正価値で測定するというも
のです。この公正価値測定の要求事項
は、投資対象である子会社、及び自身が
投資企業である子会社に適用されます。
しかし、本例外にはさらなる例外が設け
られており、すなわち、投資企業の投資
活動に関連するサービスを提供する子
会社については引き続き連結します。

投資企業：連結の例外の適用

IASBは「投資企業：連結の例
外の適用（IFRS第10号、IFRS
第12号及びIAS第28号の修
正）」を公表した。本公表物で
は、投資企業に対する持分の
会計処理を扱うIFRS第10号及
びIAS第28号に対して、3つの
狭い範囲の修正を導入し、連
結の例外を適用している。

これらの要求事項により、投資企業の
子会社自身が投資企業であり、かつ、投
資関連サービスを提供している場合に
要求される会計処理について混乱が生
じました。IFRS第10号は、こうした状況に
関して相矛盾するガイダンスを提供して
いるようでした。
本修正ではIFRS第10号を修正し、当
該連結の要求事項は、自身が投資企業
ではなく、主目的及び活動が投資企業
の投資活動に関連するサービスを提供
することである子会社に対してのみ適用
されることを明確化しています。

IFRS第10号では、投資企業ではない
親会社は、投資企業である子会社を通
じて支配している企業を含めて、支配し
ているすべての企業を連結しなければな
らないと述べられています。したがって、
投資企業ではない親会社は、投資企業
である子会社が適用した公正価値測定
を維持することはできません。一方、IAS
第28号「関連会社に対する投資」には、
投資企業ではない投資者が投資企業
である関連会社又は共同支配企業に
対する投資に適用する持分法の会計処
理に関して、同様の原則を適用すべきか
どうかについて、これに相当するガイダン
スが示されていませんでした。

修正
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連結財務諸表の作成の免除

親会社の投資活動に関連する
サービスを提供する子会社

投資企業ではない投資者による
投資企業である投資先に対する
持分法の適用



私どもは、投資者及び財務諸表作成者の大半が、連結の例外及び持分法の適用を扱う本
修正を歓迎すると考えています。本修正により、企業は、投資企業である関連会社又は共同支
配企業が適用した公正価値測定を戻し入れする、あるいは追加的な連結財務諸表のセットを
作成する際にかかったであろうコストや時間を節約することができます。しかも、投資者や他の財
務諸表利用者にとって最も目的適合性のある情報が依然として提供されるでしょう。
投資企業である親会社の投資活動に関連するサービスを提供する子会社の連結又は非連

結に関して、本修正では、以前のガイダンスにおける矛盾に対処することによって、利用者に対
してさらなる明確化を提供しています。とはいえ、サービスを提供しているが自身も投資企業であ
る子会社の公正価値測定を要求する場合には、一部の情報が得られなくなるでしょう。例えば、
そうした子会社に発生した営業費及び負債は、投資企業である親会社の財務諸表に示される
ことはありません。

透明性の向上を図ろうと、開示が追加されたため、近年、財務諸表の情報量が大幅に増加し
ました。残念ながら、財務諸表の注記量の増加は、財務諸表の作成者にとって大きな負担とな
り、利用者が財務諸表の数値を理解する際の助けとなるという本来の目的が果たされていない
という懸念が示されました。
したがって、私どもは本開示に関する取組み及びその目的を全面的に支持します。これらの修
正により、限定的かつ短期的な改善が実現すると思われ、より大規模な取組みへの良いスター
トであるといえます。

グラントソントン・インターナショナル・リミテッドの見解

グラントソントン・インターナショナル・リミテッドの見解

したがって、本修正は、IAS第28号に
ガイダンスを追加しています。投資企業で
はない投資者が、投資企業である関連
会社又は共同支配企業に対する持分を
有する場合、持分法を適用する際に、投
資企業である関連会社又は共同支配
企業が子会社に対する持分に適用した
公正価値測定を維持することを可能に
することによって、救済を与えています。

本修正は、2016年1月1日以後開始す
る事業年度から適用されます。ただし、早
期適用は容認されます。

発効日及び経過措置

IASBは開示の過重負担を軽減するための
措置を講じる
IASBは、「開示に関する取組み
－IAS第1号	財務諸表の表示
の修正」を公表した。

発効日及び経過措置
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・	 注記を表示する順序に関して、企業に
は柔軟性があることを明確化するが、
その順序を決定する際に理解可能性
及び比較可能性を考慮すべきである
ことについても強調する。

・	 重要な会計方針の識別について有用
でないおそれのあるIAS第1号のガイダ
ンスを削除する。

IAS第1号の修正は、2016年1月1日以
後開始する事業年度から適用しなけれ
ばなりません。早期適用は容認されます。

本修正は、IASBの開示に関する取組
みにおけるプロジェクトの中の最初の権
威のあるアウトプットです。開示に関する
取組みというのは、財務諸表における開
示の過重負担に対して高まる不満に対
処するためのものでもあります。本取組み
は、短期及び中期の両方のいくつかのプ
ロジェクトと、継続的な活動で構成されて
おり、表示及び開示の原則と要求事項を
どのように改善できるのかを検討します。
本修正は、どのような情報を財務諸表

で開示するのかを決定する際に、企業が
専門的な判断を適用することを一層求め
るよう設計されています。さらに、企業が財
務開示のどこに、どのような順序で情報を
表示するのかを決定する際に、判断を行
使すべきであることを明確化しています。

本修正には以下の事項が示されてい
ます：
・	 有用な情報を重要性のない情報で覆
い隠すことの潜在的に有害な影響を
強調するなど、IAS第1号における重
要性の要求事項を明確化する。

・	 純損益及びその他の包括利益計算
書と財政状態計算書におけるIAS第1
号の所定の表示項目は分解できること
を明確化する。

・	 企業が純損益及びその他の包括利
益計算書と財政状態計算書において
小計をどのように表示すべきかについ
ての要求事項を追加する。



IFRSは、権利確定条件及び権利確
定条件以外の条件が、現金決済型の
株式に基づく報酬取引において発生し
た負債の公正価値に与える影響を具体
的に扱ってはいません。本公開草案は、
これらの条件をIFRS第2号における持
分決済型の株式に基づく報酬と整合的
に会計処理すべきであることを明確化し、
こうしたガイダンスの欠如に対処するよう
提案しています。つまり、現金決済型の
報酬の公正価値はまず、勤務条件及び
株式市場条件以外の業績条件につい
ては考慮せず、株式市場条件及び権利
確定条件以外の条件だけを考慮して測
定することになります。その後、認識した
費用の累計額は、最終的に権利確定が
見込まれる報酬の数に基づいて調整し
ます（いわゆる「実際コストへの調整
（true-up）」の仕組み）。

本修正案では、特定の種類の株式に
基づく報酬のスキームに関する会計処理
を扱っています。多くの法域では、株式に
基づく報酬に関連した従業員の納税義
務に係る金額を源泉徴収して当該金額
を課税当局に（通常は現金で）移転する
ことを企業に要求しています。その結果、
スキームの中には、契約条件により、企業

本公開草案は、IFRS第2号「株式に
基づく報酬」の3つの修正案をまとめたも
ので、当初はIFRS解釈指針委員会
（IFRIC）に付託されていました。本提案
は、以下の事項を扱っています。
・	 権利確定条件が現金決済型の株式
に基づく報酬の測定に与える影響の
会計処理

・	 純額決済の要素を有する株式に基づ
く報酬取引の分類

・	 株式に基づく報酬取引の分類を現金
決済型から持分決済型に変更する
条件変更の会計処理

これらの修正案のそれぞれについて
以下で詳細に説明します。

IASBは、公開草案「株式に基
づく報酬取引の分類及び測
定」を公表した。

が、従業員に発行されるはずの資本性
金融商品の数から、従業員の納税義務
の貨幣価値と同額とするのに必要な数
の資本性金融商品を控除することを認
めるか又は要求するものがあります。
本修正案は、株式に基づく報酬のうち
源泉徴収された部分は、株式に基づく報
酬の全体が持分決済型の株式に基づく
報酬取引に分類されていた場合には、
現金決済型あるいは持分決済型とすべ
きなのかについてのガイダンスが要求さ
れたことにより示されました。
1つの考えられる解釈は、株式に基づく
報酬のうち純額決済された部分は、企業
が従業員に代わって課税当局に現金を
移転することを考慮すると、現金決済型
の株式に基づく報酬取引として扱うべき
であるというものでした。しかし、このような
アプローチをとる場合、企業は、税法の変
更を見積り、その後、見積りが変化するに
従って、株式に基づく報酬の一部分を現
金決済型と持分決済型との間で分類変
更することが必要となるため、企業に過
大な負担になるとIASBは考えています。
こうした潜在的な業務上の複雑性を
避けるため、IASBは、この種の純額決済
の要素を有するスキームは、全体を持分
決済型として分類する（純額決済の要
素がなければ同様に分類されると仮定し
て）という旨のガイダンスをIFRS第2号に
追加することを提案しています。

権利確定条件が現金決済型の株式
に基づく報酬の測定に与える影響

純額決済の要素を有する株式
に基づく報酬取引の分類

IFRS第2号の修正案
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3つ目の修正案は、以下の状況を扱っ
ています。
・	 現金決済型の株式に基づく報酬が、
契約条件の変更によって持分決済型
の株式に基づく報酬に変更される。

・	 現金決済型の株式に基づく報酬取
引が決済されて、新たな持分決済型
の株式に基づく報酬取引に置き換え
られる。

このような状況については、現在、
IFRS第2号で扱われておらず、そのため、
本公開草案では当該基準を以下のよう
に修正することを提案しています。
・	 株式に基づく報酬取引は、条件変更
の結果として付与した資本性金融商
品の条件変更日の公正価値を参照し
て測定する。

・	 当初の現金決済型の株式に基づく報
酬に関して認識した負債は条件変更
時に認識の中止を行い、持分決済型
の株式に基づく報酬を、サービスが条
件変更日までに提供されている範囲
で認識する。

株式に基づく報酬取引の分類を
現金決済型から持分決済型に
変更する条件変更の会計処理

・	 条件変更日現在の負債の帳簿価額
と同日現在で資本に認識されている
金額との差額を、直ちに純損益に計
上する。

開示に関する取組み－IAS第7号の修正案
IASBは、IAS第7号「キャッシュ・
フロー計算書」の修正案を含む
公開草案を公表した。本修正
案は、企業の財務活動並びに
現金及び現金同等物の残高に
関する開示の改善を求める投
資者からの要望へ対処するも
のである。
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本公開草案の名称（「開示に関する取
組み－IAS第7号の修正案」）が示す通り、
本修正案は、IASBの開示に関する取組
みの一部を構成しています。
また、本公開草案は、IAS第7号の修正
案の影響を反映するためのIFRSタクソノ
ミの変更案も含んでいます。IFRSタクソノミ
は、国際財務報告基準（IFRS）をXBRL
（eXtensible	 Business	 Reporting	
Language）形式で作成したもので、財務
情報の電子提出のフォーマットとして、選
択される機会が急増しています。IFRSタク
ソノミの変更案を公開草案に含めたのは、
これが最初となります。IASBは、本公開草
案の提案に対して受け取るフィードバック
に基づいて、IFRSタクソノミ更新案の様式、
内容及び時期を検討する予定です。

本修正案の目的は、以下の事項を改
善することにあります。
・	 企業の財務活動（資本項目を除く）に
関して財務諸表利用者に提供される
情報

・	 財務諸表利用者が企業の流動性を
理解するのに役立つ開示

IASBは以下の事項を提案しています：
・	 企業は、キャッシュ・フロー計算書にお
いてキャッシュ・フローが財務活動とし
て分類されたか又は分類されるであろ
う各項目（資本項目は除く）について、
期首及び期末の財政状態計算書に
おける金額の調整表を開示すべきで
ある。この調整表を要求する結果、投
資者は、企業の債務及び報告期間中
の債務の増減に関しての改善された
開示を提供されることになる。

・	 企業の流動性に関してIAS第7号が
要求する開示を拡張する。さらに、企業
の現金又は現金同等物残高を使用す
る意思決定に影響を与える制約（国外
の現金及び現金同等物残高の本国
への送金の際に生じる税金負債など
の項目を含む）に関する開示を行う。



IFRSの変更について解説するグラントソントン・
インターナショナル・リミテッドの手引き
グラントソントン・インターナショナル・リミテッドIFRSチームは、最新の手引き「IFRSの変更を俯瞰する
CFO向けブリーフィング」を公表した。

本刊行物（2014年12月公表号）は、2013年
12月1日から2014年11月30日までに公表された
IFRSの変更部分を取り上げています。今年度
の号で初めて取り上げる重要な基準には、
IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」
及びIFRS第9号「金融商品」の最終版が含ま
れます。
本刊行物は、企業の財務報告及び事業にこ

れから影響を与えるIFRSの最新の変更に関し
て、最高財務責任者（CFO）の方々にハイレベ
ルでの認識を有していただくためのものです。
IFRSを適用する企業にとって、特定の決算期

においてIFRS変更事項の下記の段階を識別
する助けとなることを目的としています。
・	 初めて強制適用となる変更
・	 まだ適用されていない変更
・	 すでに適用されている変更

「IFRSの変更を俯瞰するCFO向けブリーフィン
グ」（Navigating	the	changes	to	International	
Financial	Reporting	Standards:	a	briefing	for	
Chief	Financial	Officers）の入手については、各
国のグラントソントン事務所のIFRS窓口にお問い
合わせ下さい。

Navigating the changes  
to International Financial 
Reporting Standards
A briefing for Chief Financial Officers
December 2014

IFRSチームはライフサイエンス産業及び
不動産業に係るIFRS第15号の収益に関する
業種別の分析を公表
シリーズとなっている「IFRS	収益認識基準の業種別の分析」は、今回で6度
目の公表となる。

A new global standard on revenue
What this means for the life sciences industry 

The International Accounting Standards Board (IASB) and US FASB have issued  
their new Standard on revenue – IFRS 15 ‘Revenue from Contracts with Customers’ 
(ASU 2014-09 or Topic 606 in the US). This bulletin summarises the new requirements  
and what they will mean for the life sciences industry.

Recently issued IFRS 15 ‘Revenue from Contracts with Customers’ replaces  
IAS 18 ‘Revenue’ and IAS 11 ‘Construction Contracts’, and provides significant 
new guidance addressing key questions such as:
• When can I include a performance-based milestone payment in revenue?
• When do bundled goods or services represent a separate performance obligation? 
• How do I account for collaborative research arrangements with customers? 
• Can extended payment terms affect the total amount of revenue I recognise?
• How should sales- or usage-based royalties be accounted for?
•  How do I know whether I should recognise revenue from an IP licensing arrangement over time  

or at a point in time?

With the potential to significantly impact the timing and amount of revenue recognised, entities in the 
life sciences industry will want to invest time up front to ensure all critical impacts are identified and 
understood well in advance of implementation.

A new global standard on revenue
What this means for the real estate industry 

The International Accounting Standards Board (IASB) and US FASB have issued  
their new Standard on revenue – IFRS 15 ‘Revenue from Contracts with Customers’  
(ASU 2014-09 or Topic 606 in the US). This bulletin summarises the new requirements 
and what they will mean for the real estate industry.

Recently issued IFRS 15 ‘Revenue from Contracts with Customers’ replaces  
IAS 18 ‘Revenue’, IAS 11 ‘Construction Contracts’ and IFRIC 15 ‘Agreements 
for the Construction of Real Estate’, and provides significant new guidance 
addressing key questions such as:
• How will revenue recognition be impacted when a seller finances its customer’s purchase? 
• How do I account for a sale made subject to a repurchase agreement (call, put, or forward)?
• When do bundled goods or services represent separate performance obligations? 
• How should performance-based fees be accounted for?
• Can extended payment terms affect the total amount of revenue I recognise?
• Should revenue be recognised over time, or only upon completion?
• Can contract acquisition costs be capitalised, or must they be expensed?

With the potential to significantly impact the timing and amount of revenue recognised, entities in the  
real estate industry will want to invest time up front to ensure all critical impacts are identified and 
understood well in advance of implementation.
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・	 製造業
・	 ライフサイエンス産業
・	 不動産業

これらの公表物は、グラントソ
ントンが2014年6月に公表した
「収益に関するIFRSニュース
特別号」を補完しています。
「業種別の分析」又は「IFRS
ニュース特別号」の入手につ
いては、各国のグラントソントン
事務所のIFRS窓口にお問い
合わせ下さい。

グラントソントン・インターナショ
ナル・リミテッドIFRSチームは、収
益に関するグローバルな新基
準であるIFRS第15号「顧客と
の契約から生じる収益」につい
て、新たに2つの業界固有の手
引きを公表しました。これらの公
表物では、新基準がライフサイ
エンス及び不動産業界におけ
る企業にとってどのような意味を
持つのかを分析しています。
IFRS第15号は、支配に基づ

く新たな収益認識モデルを確
立し、IAS第18号「収益」、IAS
第11号「工事契約」及びいく

つかの収益関連の解釈指針
に従前に含まれていたガイダン
スを置き換えています。本IFRS
チームの「業種別の分析」の
公表物では、収益に関するグ
ローバルな新基準の要求事項
について、その概要を説明し、
業界固有の分析を行っていま
す。シリーズとしてこれまでに以
下の業種に関する6つの公表
物を公表しています。
・	 建設業
・	 ソフトウェア及びクラウドサー
ビス産業

・	 小売業



グラントソントン・インターナショナル・リミ
テッドのIFRSインタープリテーション・グ
ループ（IIG）は、米国、カナダ、シンガポー
ル、オーストラリア、南アフリカ、インド、英国、
アイルランド、フランス、スウェーデン及びド
イツにおける各メンバーファームの代表と、
グラントソントン・インターナショナル・リミテッ
ドIFRSチームで構成されています。IIG
の会合は年2回行われ、IFRSに関する
専門的な問題について議論します。
IFRSニュースでは四半期ごとに、IIG

のメンバーのうちの一人に注目します。今
回はインドの代表にスポットライトを当てま
しょう。

Sumeshは、財務報告のテーマについて
さまざまなフォーラムでセッションを行って
います。

Sumeshは現在、グラントソントン・インド
の監査パートナーであり、生涯を通して、
公会計分野を専門としてきました。グラント
ソントンに13年以上勤務しており、インドの
チェンナイ事務所とボツワナのガボローネ
事務所の両方に勤務しました。担当地域
の監査パートナーとして、顧客にはエネル
ギー、インフラストラクチャー、製造、サービ
ス及び情報技術など多様な業種の企業
が含まれます。また、インドの事務所にお
ける保証業務（Assurance	practice）に関
する人 の々取組み（People	Initiatives）の
管理を任されているパートナーでもあり、専
門業務グループに関与しています。さらに、

キプロスのパートナーが再任される
グラントソントン・キプロスのパー

トナーであるAntonis	Loyides
は、キプロス公認会計士協会に
おける会計基準（IFRS）委員会
のメンバーに再任されました。もと
もとは2008年9月に任命されてお

り、2年の任期で、当該委員会メ
ンバーとして任命されるのは今
回で4期連続となります。
また、Antonisは、イングランド・ウェ
ールズ勅許会計士協会（ICAEW）
の財務報告部（Financial	Reporting	

Faculty）が製作する雑誌「By	
All	Accounts」の2015年1月号で
も特集され、現在のキプロスの
経済状況及びキプロスで活動
する企業に対する減損テストの
影響についてコメントしています。

コメントレターを提出
IFRSチームは、ED/2014/4「子会社、共同支配企業及び関連会社に対する
相場価格のある投資の公正価値での測定」についてのコメントレターを提出した。

グラントソントン・インターナショナル・リミ
テッドIFRSチームは、IASBの公開草案
ED/2014/4「子会社、共同支配企業及
び関連会社に対する相場価格のある投
資の公正価値での測定－IFRS第10号、
IFRS第12号、IAS第27号、IAS第28号
及びIAS第36号並びにIFRS第13号に
関する設例の修正案」に対するコメントレ
ターを提出しました。

コメントレターの中で、私どもは、子会社、
共同支配企業及び関連会社に対する
投資の公正価値を測定する際に会計
単位を明確にするというIASBの決定を
支持しています。そして、会計単位は投
資の全体であるという審議会の総体的
な結論に同意しています。
しかし、子会社、共同支配企業及び
関連会社に対する相場価格のある投資

の公正価値測定は常に、相場価格に数
量を乗じた積とすべきであるという本公
開草案の提案については疑問視してい
ます。支配又は影響力の水準を反映す
る評価により、相場価格のある投資とな
い投資の両方に関して目的適合性のよ
り高い情報が提供される可能性が高い
と私どもは考えています。

GTIのIFRSインタープリテーション・グループに注目
Sumesh Edakkalathil、インド
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IASBの最新の作業計画には、2015年
下半期にリースに関する新基準が公表予
定であると引き続き示されています。その他
の公表が見込まれる重要な公表物として、
概念フレームワークに関する公開草案、及
びIASBの開示に関する取組みについての
追加的な作業（2015年第2四半期に公
表予定の対象を絞ったディスカッション・ペ
ーパーを含む）が挙げられます。

IASBの作業計画

IFRS	for	SMEsは、公的説明責任がな
い企業向けに簡素化されているが高品質
な財務報告に関するガイダンスを提供する
ことを目的とした基準です。IASBは、本基
準の最初の包括的な見直しに基づくIFRS	
for	SMEsの修正案に関する技術的議論
を完了しました。
IASBは、2014年12月の会合で、

2015年上半期に公表予定のIFRS	 for	
SMEsの最終的な修正に係る投票プロセ
スを開始するようスタッフに指示しました。
特に、当該修正により以下の事項が生じる
と予想されます。

•	 本基準における過大なコスト又は努力
の免除を利用した場合に開示を行い、そ
の理由についても説明することを企業
に対して要求する。
•	 法人所得税に関するセクションとIAS第
12号とをより密接に整合させる。

•	 草案の明確化及び事例の追加によっ
て、基本的な金融商品に関する要件を
明確にする。

•	 原価モデルで測定した投資不動産を、
公正価値モデルで測定した投資不動産
とは区別して財政状態計算書上に表示
するよう要求する。

IASBは中小企業向けIFRS
（IFRS for SMEs）の
修正案についての再検討を終了

IFRS財団評議員会のMichel	Prada議
長は、11月にアジアを訪問した際に何度も
スピーチを行い、IFRSがいかに企業の財
務諸表作成の主要な基礎となりつつあるか
を強調しました。また、こうした傾向が高まる
につれ、IFRSを適用しない企業にとって、
外国投資者からの資金調達コストも増大
するであろうと述べました。

IFRS評議員会議長が
アジアでスピーチを行う

イタリアの基準設定主体（OIC）は、
IASBの作業の手助けとなるよう2つの調
査を公表しました。
1つ目の調査は、IAS第1号、IAS第7号
及びIAS第8号を1つの基準にまとめる目
的で取り組んでいる開示の原則に関する
IASBのプロジェクトについて、財務諸表作
成者の見解をIASBが理解するのを助ける

ことを意図するものです。本調査では特に、
新基準を開発する際に変更すべき側面が、
IAS第8号「会計方針、会計上の見積りの
変更及び誤謬」にあるのかを検討しています。
2つ目の調査は、投資者を対象としてお

り、IAS第8号について、以下の事項に関
する投資者の見解をIASBが理解するのを
助けることを目的としています：
•	 企業が会計上の変更を行う際に必要な
情報の種類

イタリアの基準設定主体が
IAS第8号に関する調査を開始

•	 変更の種類が情報ニーズに影響を与え
るかどうか
•	 すべてのニーズを満たしたままで、会計
上の変更に関する情報を企業が提供し
うる他の方法があるのか

この2つの調査はそれぞれ、2015年2月
20日と2015年2月15日に終了します。

その他のトピック－概要
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また、ESMAは、欧州の企業の2014年
財務諸表の執行事項のうち、共通の優先
事項を公表しました。2014年の優先事項
では以下のトピックを扱っています。
•	 連結財務諸表の作成・表示及び関連す
る開示
•	 共同支配の取決めを有する企業による
財務報告及び関連する開示
•	 繰延税金資産の認識・測定

さらに、ESMAは、欧州各国の執行者が、
過年度の共通の優先事項に示された事項
のうち、関連性のある問題を引き続き検討
することを明確にしました。その中には、金
融及び非金融資産の減損、公正価値測
定及び金融商品から生じるリスクに関する
開示についての要求事項が含まれます。特
に、ESMAは、発行者に対して、減損テスト
を行う際のキャッシュ・フロー予測の使用及
び主要な仮定の開示に関するIAS第36号
「資産の減損」の具体的な要求事項のいく
つか（2013年の優先事項で取り上げられ
ました）について、再び示しています。

ESMAが2014年の優先事項を
公表

欧州証券市場監督局（ESMA）は、国際
財務報告基準（IFRS）の適切な適用につ
いて、関連性のある情報を財務諸表の発
行者及び利用者に提供することを目的とし
て、財務諸表に関する執行決定の機密デ
ータベースからの抜粋（第16回）を公表しま
した。
欧州各国の執行当局が行ったこれらの

決定の公表は、欧州各国の執行者が、どの
ような会計処理をIFRSに準拠した会計処
理と考えるのか、すなわち、当該会計処理
がIFRSで許容される範囲内に収まっている

インド企業省は、インド会計基準（IFRS
とおおむね同じ）の適用に関する改訂され
たロードマップを公表しました。インドは当初、
IFRSへのコンバージェンスの段階的アプ
ローチを2011年から開始する予定でした
が、後に延期となりました。新しいロードマッ
プでは、改めてプロセスの見直しを行ってい
ます。プロセスの概要は以下の通りです：
•	 純資産が50億ルピー超の企業＊は、
2016年4月1日からインド会計基準を適
用する必要がある。

米国財務会計基準審議会（FASB）と
米国財務会計財団は、12月に、IFRSを米
国の報告システムに組み込む方法の1つと
して、米国会計基準（US	GAAP）に基づく
情報に加え、IFRSに基づく財務報告情報
の任意の開示を検討することを示唆しまし
た。また、このような動きは、IFRSとUS	

と考えられるかどうかを市場参加者に伝える
のに役立ちます。本抜粋（第16回）に含ま
れる決定では、以下のトピックが取り上げら
れています。
•	 猶予債権の開示
•	 株式で支払った対価の公正価値
•	 株主に支払うべき負債の認識
•	 キャッシュ・フロー計算書の表示
•	 非継続事業の表示
•	 売却目的で保有する非流動資産の表示
•	 子会社の処分時の繰延税金資産
•	 特定の税制の影響に関する会計処理
•	 のれんの減損テストで用いた主要な仮定
•	 資産計上されたコストに関連する開示
•	 主要顧客の開示

•	 純資産が25億ルピーから50億ルピー
の企業＊は、2017年4月1日からインド会
計基準を適用する必要がある。

さらに、企業は、2015年4月1日以後開
始する会計期間からインド会計基準を任
意で適用することができます。

GAAPのさらなるコンバージェンスを促すた
めの重要な手段となり得るとも述べました。
これは、任意の開示を含め、さまざまな可
能性のあるIFRSに係るアプローチについ
て説明した米国証券取引委員会（SEC）
の上級職員による最近のスピーチでの発
言に次いで示されました。

＊銀行、保険及び銀行以外の金融会社は、上記の要求事項が
免除されます。

ESMAが執行決定に関する
EECSのデータベースからの
抜粋（第16回）を公表

インドが改訂されたIFRSの
ロードマップを公表

米国はIFRSに基づく財務報告の
任意の開示を検討
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基準名 基準又は解釈指針の正式名称 有効となる
会計年度の開始日

早期適用の可否

IFRS第9号

IFRS第15号

IAS第1号

IFRS第10号、
IFRS第12号、
IAS第28号

IFRS第10号及び
IAS第28号

さまざまな基準及び指針

IAS第27号

IAS第16号及び
IAS第41号

IAS第16号及び
IAS第38号

IFRS第11号

IFRS第14号

IAS第19号

さまざまな基準及び指針

さまざまな基準及び指針

IAS第39号

IAS第36号

金融商品（2014年）

顧客との契約から生じる収益

開示に関する取組み（IAS第1号「財務諸表の表示」の修正）

投資企業：連結の例外の適用（IFRS第10号、IFRS第12号及び
IAS第28号の修正）

投資者とその関連会社又は共同支配企業の間での資産の売却
又は拠出－IFRS第10号及びIAS第28号の修正

IFRSの年次改善2012－2014年サイクル

個別財務諸表における持分法（IAS第27号の修正）

農業：果実生成型植物（IAS第16号及びIAS第41号の修正）

減価償却及び償却の許容される方法の明確化（IAS第16号及び
IAS第38号の修正）

共同支配事業に対する持分の取得の会計処理（IFRS第11号の
修正）

規制繰延勘定

確定給付制度：従業員拠出（IAS第19号の修正）

IFRSの年次改善2011－2013年サイクル

IFRSの年次改善2010－2012年サイクル

デリバティブの契約更改とヘッジ会計の継続（IAS第39号の修正）

非金融資産に係る回収可能価額の開示（IAS第36号の修正）

2018年1月1日

2017年1月1日

2016年1月1日

2016年1月1日

2016年1月1日

2016年1月1日

2016年1月1日

2016年1月1日

2016年1月1日

2016年1月1日

2016年1月1日

2014年7月1日

2014年7月1日

2014年7月1日

2014年1月1日

2014年1月1日

可（広範な経過措置を適用）

可

可

可

可

可

可

可

可

可

可

可

可

可

可

可（ただし、IFRS第13号が
適用される場合にのみ）

2013年1月1日以降が発効日とされている新しいIFRS基準及びIFRIC解釈指針

新しい基準及びIFRIC解釈指針の発効日

以下の表は、2013年1月1日以降が発効日とされている新しいIFRS基準及びIFRIC解釈指針の一覧です。
企業は、IAS第8号「会計方針、会計上の見積りの変更及び誤謬」に基づいて、新しい基準及び解釈指針の適用について特
定の開示を行う必要があります。
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基準名 基準又は解釈指針の正式名称 有効となる
会計年度の開始日

早期適用の可否

IFRIC第21号

IFRS第10号、
IFRS第12号、
IAS第27号

IAS第32号

IFRS第10号、
IFRS第11号、
IFRS第12号

さまざまな基準及び指針

IFRS第1号

IFRS第7号

IFRIC第20号

IFRS第13号

IFRS第12号

IFRS第11号

IFRS第10号

IAS第28号

IAS第27号

IAS第19号

賦課金

投資企業（IFRS第10号、IFRS第12号及びIAS第27号の修正）

金融資産と金融負債の相殺（IAS第32号の修正）

連結財務諸表、共同支配の取決め及び他の企業への関与の開
示：経過措置ガイダンス－IFRS第10号、IFRS第11号及びIFRS
第12号の修正

年次改善2009－2011年サイクル

政府からの借入金－IFRS第1号の修正

開示－金融資産と金融負債の相殺（IFRS第7号の修正）

露天掘り鉱山の生産フェーズにおける剥土コスト

公正価値測定

他の企業への関与の開示

共同支配の取決め

連結財務諸表

関連会社及び共同支配企業に対する投資

個別財務諸表

従業員給付（2011年改訂）

2014年1月1日

2014年1月1日

2014年1月1日

2013年1月1日

2013年1月1日

2013年1月1日

2013年1月1日

2013年1月1日

2013年1月1日

2013年1月1日

2013年1月1日

2013年1月1日

2013年1月1日

2013年1月1日

2013年1月1日

2013年1月1日以降が発効日とされている新しいIFRS基準及びIFRIC解釈指針

可

可

可（ただし、「開示－金融資産と金
融負債の相殺」によって要求される
開示を行う必要がある）

可

可

可

言及されていない
（ただし、可と推定する）

可

可

可

可（ただし、IFRS第10号、IFRS第
12号、IAS第27号及びIAS第28
号をすべて同時に適用する必要が
ある）

可（ただし、IFRS第11号、IFRS第
12号、IAS第27号及びIAS第28
号をすべて同時に適用する必要が
ある）

可（ただし、IFRS第10号、IFRS第
11号、IFRS第12号及びIAS第27
号をすべて同時に適用する必要が
ある）

可（ただし、IFRS第10号、IFRS第
11号、IFRS第12号及びIAS第28
号をすべて同時に適用する必要が
ある）

可
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現在IASBが公開中の文書

文書の種類 タイトル コメント募集期限

公開草案

公開草案

公開草案「株式に基づく報酬取引の分類及び測
定（IFRS第2号の修正案）」

公開草案「開示に関する取組み（IAS第7号の修
正案）」

2015年3月25日

2015年4月17日

右に、IASBが現在コメントを募集して
いる文書及びそのコメント募集期限を一
覧にして表示しています。グラントソントン・
インターナショナル・リミテッドは、こうした各
文書にコメントを提出していくことを目指し
ています。

コメント募集

この刊行物は、グラントソントン・インターナショナル・リミテッドが作成したものを太陽有

限責任監査法人が翻訳したもので、内容のご理解については原文もご参照下さい。

“グラントソントン”は、保証、税務及びアドバイザリー・サービスをクライアントに提供する

グラントソントンのメンバーファームのブランドで、文脈上は一つ又は複数のメンバー

ファームを表します。グラントソントン・インターナショナル・リミテッド（GTIL）とメンバー

ファームは世界的なパートナーシップ関係にはありません。GTILと各メンバーファーム

は別個の法人です。各種サービスはメンバーファームが独自に提供しています。GTIL

はその名称で一切サービスを提供しません。GTILとメンバーファームは、相互に代理せ

ず、義務を負うこともなく、相互の作為又は不作為についての債務はありません。

Grant Thornton Taiyo LLC

17 IFRS News volume 24 Quarter 1  2015


